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Ⅰ 介護人材対策推進協議会の概要 
 
１ 目的 

世田谷区における介護人材の確保及び育成・定着支援について、中長期的な視点も含めた対

策を推進するため、区内介護サービス施設・事業者と行政が一体となり、介護人材不足の解消

に向けた新たな取り組み等を検討する。 

 

２ 検討項目 

 

（１）介護現場の革新・生産性の向上に関すること。  

（２）多様な人材の参入・活躍のイメージに関すること。  

（３）介護の仕事の魅力発信・職業イメージの改善に関すること。  

（４）その他介護人材の確保・育成・定着支援に関すること。  

 

３ 進め方 

（１）全体会：年 2回 

   内 容：介護人材不足解消に向けた新たな取り組み等の検討・実施 

（２）部 会：年２回 

   内 容：「入所系」「在宅系」部会毎に取り組みについて検討 

 

４ 委員名簿 
   Ⅴ 資料 2 世田谷区介護人材対策推進協議会委員名簿 
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Ⅱ 世田谷区の福祉を取り巻く現状と課題 
 
１ 世田谷区の概要  

（１）世田谷区の現状 （令和 6年 10月現在、外国人含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世田谷区の行政組織（地区・地域・全区の三層構造） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区の概要

2

内 外国人 27,677人923,135人総 人 口

502，587世帯
（1.8４人）

世帯数（1世帯平均）

103，890人
（11.25％）

0～14歳

629，691人
（68.21%）

15～64歳

189,554人
（20.53％）

65歳以上

42,086人
（２２．37％）

介護保険の認定
（高齢者）

26,084人
（認定41,581人）
（62.73％）

認知症症状の高齢者
（日常生活自立度Ⅱ以上）
※令和６年３月

４1,234人
障害者 令和6年4月

（自立支援医療・難病含）
８３．２歳/82.8歳
（全国１４位/3位)

男性平均寿命
令和２年

/平成27年
国勢調査

１０,１52人
（10.8‰）

生活保護受給者
令和4年度（保護率）

８８．９歳 /88.5歳
（全国６位/8位）

女性

令和6年10月

100歳～607人

（男91人女516人）

最高年齢１１２歳

（男106歳女112歳））
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（３）世田谷区将来人口推計 

世田谷区の将来人口推計によると、団塊の世代が 75歳以上（後期高齢者）となる令和7年以

降も高齢者の占める割合が増える一方で、15～64 歳（生産年齢人口）と 0～14 歳（年少人口）

は一貫して減少する。   出展：世田谷区人口推計（令和５年7月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）介護保険１号被保険者認定者数の推移 

６５歳以上の第１号被保険者の介護保険の要介護（要支援）認定者は、増加し続けており、 

令和 5年度には 41,580 人を超えている。要介護認定者の約 6割は 85歳以上となっている。 
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                                                  人 

                                                 高齢 人 （人）

                                              ～  歳

                                                 歳  

                       １    高齢  （ ）

世田谷区の年齢 成 人口  令和 年 月）  年１月１ 
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（５）障害者数の推移 

障害者数は総数 1・総数 2のいずれも一貫して増加傾向にあり、総数 1は平成 19年 32,428人

から令和 5年度は 46,080 人へと薬 13,000 人の増加となり、人口比では 4.0％から 5.0％へ増

加しています。総数 2では、平成 24年の 32,694 人から令和 5年の 38,495 人と約 6,000 人の

増加となっており、人口比では 3.9％から 4.2％へ増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※総数 1、総数 2の下のカッコ内の数字は総人口に占める割合 

※総数 1は、身体障害者手帳所持者・愛の手帳所持者（重複除く）・自立支援医療（精神通院医療）・難病 

※令和 3年の一時的な減少は令和 2年度の新型コロナウイルス感染症の進行に伴い、特例として自立支援医

療（精神通院医療）の更新申請が不要となったため 

 

（６）福祉・医療分野での有効求人倍率の状況  

世田谷区が含まれるハローワーク渋谷での介護関連の有効求人倍率は、2018年一般常用

13.79、非正規 21.4 が、2024 年には一般常用788、非正規 10.82 と減少しているが、東京全

体と比べると、いずれも高い数値となっている。 

●有効求人倍率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.79

6.66 4.75
8.07 6.94 5.18

7.26 6.04
4.44

7.88 9.56
6.754.22 3.19 2.73 2.48 2.71 2.44 2.73 2.79 2.58 2.43 2.57
2.39

21.4

9.59
6.74

19.64

10.8
7.72 9.01 7.49

5.15

10.82 10.73

7.46

0
5

10
15
20
25

渋谷 23区 東京 渋谷 23区 東京 渋谷 23区 東京 渋谷 23区 東京

2018年4月 2020年4月 2022年4月 2024年4月

有効求人倍率の推移

一般常用職業計 一般常用介護関連

一般常用福祉関連 常用的パート職業計

常用的パート介護関連 常用的パート福祉関連
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2018年 4月 2020年 4月 2022年 4月 2024年 4月 

渋谷 23区 東京 渋谷 23区 東京 渋谷 23区 東京 渋谷 23区 東京 

一般常用職業計 2.55 1.96 1.62 1.98 1.64 1.38 1.32 1.39 1.18 1.29 1.67 1.4 

一般常用介護関連 13.79 6.66 4.75 8.07 6.94 5.18 7.26 6.04 4.44 7.88 9.56 6.75 

一般常用福祉関連 4.22 3.19 2.73 2.48 2.71 2.44 2.73 2.79 2.58 2.43 2.57 2.39 

常用的パート職業計 3.69 2.44 2 2.14 1.91 1.56 1.27 1.39 1.16 1.43 1.69 1.48 

常用的パート介護関連 21.4 9.59 6.74 19.64 10.8 7.72 9.01 7.49 5.15 10.82 10.73 7.46 

常用的パート福祉関連 6.46 3.46 2.87 2.81 2.74 2.31 3.07 2.65 2.1 3.15 2.42 2.07 

介護関連：福祉施設指導専門員、福祉施設寮母・寮父、ケアマネジャー、家政婦（士）、ホームヘルパー等 

福祉関連：保健師、助産師、看護師、理学・作業療法士、視能・言語聴覚士、福祉相談指導員等 

 

２ 福祉分野の計画における福祉人材対策 

（１）第９期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和６～８年度） 

●基本理念 

「住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現」 

●施策展開の考え方  

（１）参加と協働の地域づくり  

（２）これまでの高齢者観に捉われない施策  

（３）地域包括ケアシステムの推進 

●計画目標Ⅰ 区民の健康寿命を延ばす  

計画目標Ⅱ 高齢者の活動と参加を促進する  

計画目標Ⅲ 安心して暮らし続けるための医療・介護・福祉サービスの確保を図る  

●重点取組み （１）健康づくりと介護予防の一体的な推進  

取組み：保健事業と介護予防の一体的な取組みの推進、食・口と歯の健康づくりの質の向上、 

介護予防のための外出・社会参加促進の取組み 

●重点取組み（２）高齢者の生きがいづくり 

取組み：高齢者の社会参加の促進への支援、総合的な連携枠組みの整備の検討、地域人材の発

掘・育成・活用 

●重点取組み（３）在宅医療・介護連携の推進 

取組み：在宅医療・ＡＣＰの普及啓発、在宅医療・介護のネットワークの構築、在宅医療・介

護関係者間の情報の共有支援 

➡５ 介護人材の確保 及び育成・定着 支援  

急速な高齢化による介護サービス需要の増大と生産年齢人口の減少が見込まれ、介護人材の確

保は喫緊の課題です。誰もが自分らしく地域で安心して暮 らし続けられるよう、介護サービス

の安定的な供給を図るため、福祉・介護 人材の確保及び育成・定着支援のための施策を総合的

に展開していきます。 

  ①さらなる介護職の魅力発信 ②多様な人材の確保・育成  

③働きやすい環境の構築に向けた支援 
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（２）せたがやインクルージョンプラン -世田谷区障害施策推進計画（令和６～８年度） 

     ＜これまでの名称＞              ＜本計画からの新名称＞ 

  

 

 

●基本理念  

障害のある人もない人も お互いの人格や個性を尊重して 住み慣れた地域で支えあい 選択 

した自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現 

●行動コンセプト 

「当事者の選択を支える」環境整備 情報アクセスのしやすさ、体験や選択の機会の確保、多 

様な福祉サービスの整備、既存サービスで の障害児者の受入れ、再利用を尊重する仕組 

み 。「選択」する ための支援、理解しやすい情報提供、選択肢を提示、選択の結 果と選 

び直しを尊重 

●重点取組１ 医療的ケア児（者）の支援 

●重点取組２ 精神障害施策の充実 

●重点取組３ 人材の確保・定着  

＜取組の方向性＞ 

・障害児者の自立を支援する技術やチームワークを学ぶ研修の充実  

・ボランティアを含めた新たな人材の確保に向け、障害理解を進めるための施策の推進  

・施設や事業所の職員等の心身の健康を守る取組 

●重点取組４ 災害への備えの推進 

●重点取組５ 情報コミュニケーション・ アクセス手段の確保 

●重点取組６ インクルーシブ教育推進 に向けた土台づくり 

●重点取組７ 障害理解促進・差別解消 

 

 

 

せたがやノーマライゼーションプラン 

-世田谷区障害施策推進計画 
せたがやインクルージョンプラン 

-世田谷区障害施策推進計画 
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3 世田谷区の福祉人材施策 
(1)高齢福祉部             

  事業名 開始年度 令和 2年度 令和 3年度 令和４年度 令和 5年度 

（１）研修体制の 築 

世田谷区福祉人材育 ・研修センター   19年度     

（２）研修費助成制度 

特別養護老人ホーム等職員研修費助

  

  20年度 36事業所 47事業所 45事業所  ４６事業所 

登録ヘルパー等研修受講助    21年度 19人 68人 133人  90人 

（３）資格取得支援事業 

介護職員初任 研修課程等 

受講料助  

  21年度 75人 

障害含 

高齢 117人  

障害 25人 

高齢 70人  

障害 18 人 

高齢 65人  

障害 12人 

介護福祉士実務 研修受講料助    29年度 108人 

障害含 

高齢 126 人 

障害 12人 

高齢 121人 

障害 23人 

高齢 103 人 

障害 10人 

介護福祉士資格取得費用助    29年度 49人 

障害含 

高齢 35人 

障害 8 人 

高齢 58人 

障害 5 人 

高齢 ４８人 

障害   人 

（４）定着支援 

世田谷区介護職員等合同入職式   29年度    ３ 人 

世田谷区介護従事 等永年勤続 

表彰式 

  29年度    １２１人 

デジタル環境整備促進事業 令和 3年度  ９法人 

10事業所 

1法人 

1事業所 

1法人 

1事業所 

（５）人材確保支援 

介護職員等宿舎借り げ支援   30年度 

 

2事業所 

5戸 

３事業所 

9戸 

4事業所 

18戸 

4事業所 

  17戸 

介護人材採用活動経費助  令和元年度 120法人 119法人 109法人 109法人 

特別養護老人ホーム介護職員宿舎 

借り げ支援 

令和 2年度 9事業所 

21戸 

12事業所 

31戸 

14事業所 

36戸 

１４事業所 

３ 戸 

地域密着型サービス事業所等宿舎 

借り げ支援事業 

令和 4年度     6事業所 

11戸 

１１事業所 

 31 戸 

○認知症介護サポート事業（特養ホーム等介護ロボット導入経費助成）（平成 30年度～令和元年度終了） 

○訪問系介護事業所への電動アシスト自転車購入費用助成（令和 2年度のみ 175事業所 297台  
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（2）経済産業部  

１）「三茶おしごとカフェ」 

区内事業所の人材確保と区民（求職者）の就業促進を図るため、三軒茶屋就労支援センタ

ーにおいて、産業振興公社が職業紹介等行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷で働こう！あなたに合った企業、紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課 

「anan」「POPEYE」「こここ」による福祉・介護をテーマにしたスペシャルブックレット 
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（３）世田谷区福祉人材育成・研修センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●調査期間：令和 6 年 10 月～12 月 

●配布数：1,241 件(高齢 1,163 障害 268) 

●回答数：412 件(高齢 335 障害 77) 

●回答 ：24.7 (高齢 23.4  障害 5.4 ) 

●調査項目：事業所職員の過不足状況・ 

介護ロボット、ICT の導入状況・外国人職員 

在籍状況・人材定着支援(障害 雇用、 

常勤職員定年年齢) 

・補助的業務の活用実習生等の受入れ 等 

●シンポジウムで意見交換、好事例の発信 

 令和 7 年 3 月 24  (月) １5 時～17 時 

●報告集、研修センターホームページで公表 

 ➨行政へ提言 

●事業所の取組、好事例の収集 

●調査結果の分析、各委員会で解決策検討 
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4 福祉人材確保・育成に関する調査概要と調査結果  

調査目的 

喫緊の課題である福祉人材確保に向けて、事業所の取組状況と課題等を調査し、解決策

を探るとともに、好事例を収集し情報共有を図る。令和2年度から実施している特別養

護老人ホームでの介護ロボット、外国人人材等調査の経年変化を調査する。 

調査日程 令和6年 10月 15 日～令和６年 12月 27日 

調査方法 
配付：FAXまたはメール送信 

回収：FAX・Google フォーム回答 

対象事業所 

及び 

回答事業所 

 

配付事業所数：1,431 事業所（高齢：1,163 事業所 障害：268 事業所） 

回答事業所 ：  412 事業所（高齢：335事業所 障害：77事業所）  

回収率   ： 24.7%   （高齢：23.4%     障害：5.4%） 

回答事業所数：560 事業所 （高齢：443 件    障害：117 件） 

事業所種別 

高齢分野：訪問介護、通所介護、訪問看護、短期入所、特定施設入居者生活助護、 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能・看護小規模多機能型居

宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

居宅介護支援、地域包括支援センター、福祉用具、都市型軽費老人ホーム 

障害分野：居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、GH、

短期入所、児童発達支援、放課後等デイ、相談支援、休養ホーム、身体障害

者福祉ホーム     

調査項目 

（１）事業所職員の過不足状況（２）介護ロボットの状況（３）ICT の導入状況 

（４）外国人職員在籍状況 

（５）人材確保・定着支援（障害者雇用・常勤職員定年年齢 

（６）補助的業務の活用 （７）インターン・社会福祉士等実習生等受入れ 等 

※参照 令和６年度 福祉人材に関する世田谷区福祉事業所調査報告書 

ホームページ＞調査・研究報告＞令和６年度調査報告＞令和６年度福祉人材に関する世田谷区
福祉事業所調査 
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5 福祉の仕事の魅力向上・発信 

（１）福祉のしごと 魅力向上・発信シンポジウム 

タイトル 
誰一人取り残さない 地域社会の実現に向けて 

～誰もが住み慣れた地域で 安心して住み続けるために～  

目 的 

 

世田谷区の福祉の課題、福祉事業所調査から見える福祉事業所の現状と課題、事
業所の実践報告から、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる世田谷を創る
ために、福祉のプロとして何をなすべきか・・・ともに考える。 

開催方法 
研修センターから講演内容を Zoom配信し、視聴者の質問をチャット等で受け付け

回答する。内容は後日、研修センターホームページで録画配信する。 

開催日 ライブ開催：令和7年３月 24日  録画配信：令和7年４月１日～ 

内容 

第 1部 「世田谷区福祉事業所調査から見える現状と課題」   

     進行 中村 秀一氏  世田谷区地域保健福祉審議会会長 

報告 世田谷区福祉人材育成・研修センター 瓜生 律子氏  

討議 事業所報告登壇者   

第 2部 事業所の実践報告                             

進行 中村 秀一氏 

     ①「介護現場における ICT IOT 活用による生産性向上の取り組み」 

 特別養護老人ホーム 弦巻の家 藤巻 佳祐氏 

②「一人ひとりの思いを尊重し、自立支援介護に取り組む」 

 地域密着型 特別養護老人ホーム ハートハウス成城 守屋 徹氏 

③「小規模多機能居宅介護でのお看取り」 

 小規模多機能ホーム三宿 長谷川 裕和氏 

④「最期まで口から食べるために 『もぐもぐチーム』の取り組み」 

 世田谷区社会福祉事業団 訪問看護課 竹内 洋子氏 

⑤意見交換  

対象 世田谷区内でサービスを提供している医療・福祉サービス事業所職員 

  ホームページ＞福祉の理解・福祉のしごと・先駆的な取組み＞福祉のしごと・先駆的な取組み 

                               ＞先駆的な取組みシンポジウム   

【シンポジウムの様子】                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

第 1部 「世田谷区福祉事業所調査から見える現状と課題」資料より（抜粋） 
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果                                         業の   ・業務の  
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介護 録     勤   シ ト       
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詳細：研修センターホームページ＞調査・研究報告＞令和６年度調査報告 

＞令和６年度福祉人材に関する世田谷区福祉事業所調査報告 
第 2部 事業所の実践報告資料(抜粋)は P40～掲載 
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●シンポジウム第１部 質疑  

人材不足人口減少社会であらゆる分野で、人材確保が大変だという声は聞くが、介護の現場での工夫 

➡求人広告掲載、日々の施設の様子、活動をホームページや Instagram、SNSを活用して発信すること

は、採用活動の 1つと職員に説明し、職員全員で採用活動に取り組んでいる。 

➡リファラル採用にも力を入れている。知り合いに声をかけ、入職者、紹介者にも報酬が入る。 

➡勤務帯や働き方も決めつけずに幅広い人材を探して施設の魅力をお伝えし、是非一緒に働いてみたい方を

探している。 

➡採用担当は法人の本部が担い、現場は施設見学の際にやりがいや魅力ある職場であること、働き方を紹介

している。継続して働けるよう、職員同士が支え合い、意見交換しながら利用者の支援に取り組んでいる。 

➡職場で何を学べるかが、入職希望者が求めているところがあるので、研修とか丁寧に行っている。 

 

介護ロボットや ICTのメリットは 

➡見守りセンサー、睡眠センサーを導入して 3年～4年、職員も取り扱いに慣れてきた。1番のメリットは

職員の負担軽減と睡眠状況が職員の主観でなく、データとして把握ができ客観化できること。職員間の技量

差、外国人の職員が増えている中で、介護の標準化ができること。 

➡職員の負担の軽減は実感している。介護の仕事の経験がない、資格のない未経験の方も多く採用している

が、学生アルバイトも積極的に採用している中で、安心して仕事していただけることが定着率に直結する。

未経験でも安心して仕事できることを、打ち出していくことで定着に繋がっている。 

➡例えば移乗リフトはとても安心・安全になっていて、職員もしっかり使い方を研修した上で実践し、ロボ

ットに全て任せるのではなくて、しっかりと職員が隣に付き添って利用者に声かけながら、ロボットの力を

活用して職員の負担軽減というところにも繋げられるので、非常に良い。 

➡ICTに関しては、どういう形で使えていくかはこれからの課題になってくる。AI技術が、この介護の世

界のどういう形で利用がしていけるのかは課題と感じております。 

 

外国の人の介護スタッフの採用 

➡全体の介護職員のうちの 4割近くが外国籍のスタッフで、介護福祉士の資格をもっている。同じ国の職員

が複数いると、気が付くと本国語の会話になっている。日本で 6年～7年という月日が経ってきますと、結

婚や出産などのライフイベントの問題が出ている。日本の社会のルールというものも理解していただき、そ

の両方をどうやって尊重し合いながら折り合いをつけていくのかも検討している。 

➡外国籍職員にすごく助けられているので、日本人と同じように働ける環境を作っていくことが何よりも大

事だと思っています。いろんな国籍の職員が働きやすく働いてもらえるような職場環境に変えていく取り組

みは非常に重要。 

 

今後に向けて 

➡良い調査にしていくために、事業所の皆さんから回答いただかなければなりませんので、次回は奮ってご

回答いただきたい。そのことが、世田谷区内の事業所を良くすることにも繋がります。 

 

●シンポジウム第２部 質疑 

眠りスキャンから推察した鉄分補給で、1時間未満の睡眠が 4時間に改善された報告 

➡その眠りスキャンのデータを見て、ネットとかで色々調べた結果、鉄分不足だとその周期性体動指数が高

くなる･･･。鉄分不足の仮説を立て試しに鉄分ヨーグルトで摂った結果、睡眠時間が伸びた。因果関係があ

るのかわからないが、職員の取り組みが成功事例として、形になり職員のモチベーションにつながった。 
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➡データをしっかり取られていて、そこが説得力というか、職員の納得につながり素晴らしい。睡眠以外に

も生産性向上とか 1人当たり何分の削減を示され、そういうことを出していくこと、数値化がすごく大事だ

と改めて思いました。 

➡ガムを噛むことによって租借が数値化されるというのは、説得力があり同じようなことが言える。 

 

不顕性誤嚥がホームで 9人に 1人と多いようですが、大体こういう発生率でしょうか？ 

➡担当の歯科衛生士もとてもびっくりしていました。普通に召し上がっている状態ですが、実際は気管の中

に入っていて、誤嚥しているけども咽ることができないので、それが分かったことによって、ご家族の方に

普通に食べているが、実は誤嚥されている･･･ということをご説明できた。咽ない誤嚥、ゲホゲホってなら

ないが気管に入ってしまうっていうこと（不顕性誤嚥）が、よくあったと改めて思いました。 

 

地域包括ケアシステム、医療と介護の連携 

➡小規模多機能では、医療との連携はご家族との連携も含めて、担当のお医者様がいらっしゃいますので、

そちらと連携、訪問看護師とも連携を取って、こちらでしっかりとケアをしています。 

➡世田谷区の施設ガイドに医療的処置がどの施設で何ができるか･･･という一覧表があり、以前と比べて医

療依存度の高い方が増えてきている。 

➡ホームは生活の場で、入居者の暮らしをサポートする場所ですが、健康管理はかなり大事な要素で、協力

医療機関との連携、配置医師との連携がしっかりしていると、入居者・家族の安心感にも繋がる。協力医療

機関との定期的なすり合わせ、ミーティング、配置医師とのコミュニケーションをとっている。 

➡訪問看護ステーションとホームヘルプサービス、居宅介護支援事業所がそばにあるので、非常に連携が良

くて、シームレスというか垣根がないのは良いです。最近、地域ごとに集まって連携する流れがある中で、

色んな会が催されている。地域を大事にして連携していくのは、住民にとってもいいと思います。 

 

世田谷区の死亡小票分析 

➡昨年、世田谷区民がどこで亡くなったかを調べたら、病院関係・診療所が約半分、半分は自宅か高齢者施

設という統計で、死因別では 4人に 1人はガンです。ガンの場合は施設よりは自宅の方が多い。4人に 1

人が老衰で、ガンで亡くなられる人よりも老衰の人の方が若干多いが、老衰の場合は 8割近くが自宅か施設

で、高齢者施設で亡くなる方が自宅よりも多い状況です。看取りの問題が高齢者施設あるいは自宅で出てく

るので、医療との連携が益々これまで以上に重要になってきます。 

 

終わりに 

➡福祉の仕事魅力発信シンポジウムで、誰 1人取り残さない地域社会の実現に向けて 誰もが住み慣れた地

域で安心して住み続けるために、4人の方の事例のご報告、それから福祉人材育成・研修センターの事業者

調査の材料を提供していただいたので、少し世田谷における介護の姿が明らかになったのではないかと思い

ます。こういう発信を通じて、今、日本で苦労している医療や介護や福祉を支える人材の確保についても、

現場をよく知っていただいて、そのやりがい、魅力についても、1人でも多くの方に理解していただくこと

が重要で、この分野に若い人たちが入っていただく第 1歩になると思います。 

本日はありがとうございました。 
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Ⅲ 介護人材対策推進協議会報告 
(世田谷区介護人材対策推進協議会 全 会資料より報告)                                                     

項  目 意  見 対  策 

魅
力
・ 
解 

福祉の仕事の魅

力発信 

 

 解促進 

・子どものころからの福祉の

 解促進 

・夏休み小・中・高校生福祉 験  

・福祉事業所での職場 験の受入れ 

・ケアマネの事業の周知 ・ケアマネ連絡会 調整し、研修センターホームページで

動画配信 

・子ども・若 に資格取得 

キャリアアップについて、周

知する。 

・資格 仕事の関係図の周知 

（ふくしご 、相談・面接会、ホームページ等） 

人
材
確
  

シニア・主婦層・ 

多世代 

主婦層～シニア～多世代へ

の働きかけ 

介護に関する入門的研修、介護初任 研修豊国 

福祉のしご  入門講座、相談・面接会、介護施設等見学

会 

烏山地域 合同いきいき講座 

シニアボランティア研修の実施 

若年層 若年層～多世代への働きか

け 

福祉のしご  ふくしご  第 5号➡図書館、HW等 

大学生への働きかけ せたがや福祉区民学会学生 事・実行委員・ボランティア  

高校生への働きかけ 福祉課のある都立高校（2 校 北区・町田市）への働きか

け 

障害 雇用 掃除やおしぼり準備などの

  業実施 

福祉事業所調査で、実態把握。先駆的な取組み周知。課

題の明確 ➡検討 

短時間業務・介

護助手 

インターン・実習

生の受入 

業務の切り出しのためには

あらかじめ、切り出しについ

て検討。グループホーム等で

は難しい。 

事業所の連携・

統合 

複数事業所間の協力 事業所間の連携 顔なじみの関係 ⇒合同説明会・相談

会➡デイの 同送迎 複数の事業所での事務員の雇用、

 同雇用等 

定
着
支
援 

職場環境改善 介護ロボット・ICT の  活

用 

東京都福祉人材センター・介護労働安定センターの活用、

周知 

事業 の導入支援策検討 

メンテナンス等ランニングコストの支援策検討 

相談業務の充実 社会  労務士等の相談を

身近な区内で受けられるよ

うにする。 

東京都福祉人材センター・介護労働安定センターの活用、

周知 

➡研修センターHP リンク集の掲示（重要なお知らせ） 

研修センターの相談事業の拡充検討 

事務の    議事録  機能 Teams Zoom 文字起こしの活用、周知 

事務負担  策 補助金等申 書類等  支援の検討 
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令和６年度 世田谷区介護人材対策推進協議会 
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令和６年度世田谷区介護人材対策推進協議会入所系/在宅系部会・全体会報告【概要】  
 
1 内容  （■ 会長、● 研修センター、◎ 委員、 〇区） 
（1） 高齢者・障害者施設等、緊急安定経営事業者支援給付金の支給について 
（2） 人材確保活動経費助成の拡充 
（3） 人材確保(事業所の連携・統合)について 
（4） 定着支援(事務の効率化・職場環境改善)について 
（5） 福祉人材に関する事業所調査の中間報告について(定着支援・職場環境改善) 
（6） 福祉の仕事の魅力発信・理解促進について 
（7） 資格と仕事の関係図の活用方法について 
（8） 補助的業務について 
（9） 研修センター研修体系についての課題 
 

(1)高齢者、障害者施設等への緊急安定経営事業者支援給付金の支給 

◎：支援給付金について、他区に先駆けていただいた。施設長会でもすごいことと認識し、世田谷区が
私どものことを考えてくださっていると実感している。申請の仕方もわかりやすくしていただいたので
施設側もとても助かっております。 

◎：主旨採択以降、スピーディーに進んだことは大変評価するが、基本的に一時金では、我々の救済に
はなりません。継続的に支援をしてほしいと議会に求めました。今後、我々事業者が継続して運営して
いけるか、特に在宅部門です。毎週のように事業者が潰れています。過去最高はもうとっくに超えてい
ます。そういう状況の中で在宅を守るために、事業者が継続して運営できるかを今後も検討していただ
きたい。このような場を作っている世田谷区、研修センターと、事業者がどういうふうに連動連携して、
次のステップに行くかぜひ、継続的に検討させていただきたい。 

◎：支援給付金は一時的なもので、継続的に行っていくことが大事で、報酬の面とか、賃金の面で安定
したものになるともっといいかなと思います。 

◎：ケアマネは、処遇改善加算もない。一番給与が安いのはケアマネという話が多く、辞めてしまう方、
若い男の子でもケアマネになったはいいけども、給与が低く、訪問介護に行くとか、違う業種へ行くこ
ともあるので、継続的にケアマネにも後方支援をいただけるとありがたいと思います。 

 

(2)人材確保活動経費助成の拡充 
〇：人材確保活動経費助成は人材確保にかかる経費助成。幅広い方向で採用活動の実施。採用のノウ
ハウの蓄積する事業に対して支援を行うという前提がある。要綱で示しているもの以外でも対象にな
る可能性がある。内容についてご不明な点は、区の担当までご相談ください。 
●：まだまだ浸透していないので、区で事例を出していただければと思う。例えば相談面接会で使うビ
ブスや旗を作ったり。ホームページの更新などにも使用されているので事例をあげてほしい。 

■：参考事例があると、何に使えるのか使いやすくなりますし、より良い使い方が世田谷区全体で相乗
効果になるかと思います。1 施設だけでなくて連携して使うことも可能であれば、合同で、何々地域で
使いたいとか、なんかそういう形でもできるのであれば良いと思いました。 

〇：令和7年度の予定は、介護サービス事業所だけでなく、障害部門についても拡充していく。 

■：助成があるうちに、(ずっと継続が望ましいが)現場の方たちの採用力を高めていただきたい。人材
派遣の会社にお任せになっていて、採用に対する意識が業者任せになって採用に意識が向かない。学生
が施設訪問や実習の時に、「ここの施設に就職しようかな」と思うのは、経営者の方がすごく色々ビジョ
ンを語ってくれたことという。現場の介護の方に「あなたこんなところやめなさいよ」とか言われてし
まって、やめようかなって思ってしまうという話を聞きました。採用活動は経営者だけでなく、スタッ
フ全員がリクルーターの意識を持って、みんなが人材確保に向けて意識を持たないと、触れ合った職員
の方の言動、利用者に対する言動を見て、こんな素晴らしい介護やケアをしているところなら自分も務
めたいという感想がある一方で、こういう対応するのだったら自分は嫌だなと思う。採用活動経費の使
い方。せっかく貴重なお金をいただいているので、ぜひこれを採用力アップに使っていただく。設備備
品でもいいのかもしれませんが、有効活用していただきたいなと思いました。 

 

(3)人材確保(事業所の連携・統合)について 

◎:世田谷区内施設長会として、イベントを行ってきたが、４回目、5回目の時に参加法人が少なくなっ
て、一施設の負担が大きくなって、地区ごとで特養のフェアを行うことにしました。今回は烏山地区の
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4 施設が共同で 1１月２３日に特養施設フェアを行いました。少数の施設ですと連絡もしやすいし、結
束力も高いような気がする。 

◎：シニアボランティアさんたちはどんな活動を求めているか教えていただけると良いと思います。 

 

(4)定着支援(事務の効率化・共同雇用)について 

◎：今回の給付金はすごく簡素化されていて良かった。今までは申請に至るまでの準備が大変で、結局
使わないことが多くあった。より申請しやすくなる。その手間暇を少し共有(共同雇用)する人でやって
もらうというような流れが作れれば事業所負担は減るだけでなく、いろんな準備が整っていくのだろう
と実感しています。介護ネットも、障害就労の施設と、介護ネットも、まごの手便さん等をよく使って
いますが、そこの横展開していくこと自体も単に人材対策という意味以上に広く考えていくべきかと思
っています。 

●：共同雇用についてご意見をいただければ？ 

◎：一人の人が複数の事業主から雇用されるのは法律違反。職業安定法に抵触してしまことを認識して
ください。どこかにお願いしてやってもらうには、一般的に事務代行という形になると思います。その
ような形であれば良いが、会社で雇われている人は、その会社に雇われていて、そこに対する仕事をや
ることになるので、他の会社からの指揮命令を受けるなどはできません。ご注意ください。 

●：一人の人が二か所の事業所に登録とかなら良いのですか？ 

◎：他の会社の指示のもとに、一人の人が業務を行うと、派遣という形になります。そうすると、派遣
とか請負とかいわゆる偽装請け合いとか、二重派遣じゃないですけれども、指揮命令が伴うと許可や手
続きが必要となります。一般的にやるとしたら、業務請負という形で、請負契約を結んで、この事務の
部分だけやってくださいという請け合いをして、それに対する代価を払ってやってもらうように業者間
できちんとやった方が良いと思います。 

◎：地方の方ですが週休 3 日に、4 月からするという施設(地方の方ですが)その代わり 1 日 10 時間労
働と、週休3日で副業を可にして、お給料アップする。福祉の現場で仕事することは、給料が低いんじ
ゃなくて、働き方が柔軟になることで、週休3日で休日が増えたところで、趣味を充実させたい、家族
と一緒にいたい、新しい資格を取るための勉強の時間に充てたいという方法もある。人手の足りない高
齢者施設にお手伝いに行くのも可にして、人材のフル活用ということでやっていると聞きました。副業
については、就業規則など、改正しないとできない部分もあるかもしれませんが、人材活用、共同雇用
という以外にも、民間企業では副業ということを推奨していますので、福祉の現場でもそういうことも
考えていくのもいいのかなと感じています。世田谷で把握していることありますか？ 

●：副業や共同雇用などは、次年度、課題として共有ができればいいなと思います。 

 

(5)福祉人材に関する事業所調査の中間報告について(定着支援・職場環境改善) 

◎：介護補助業務の運転は 55.6%とすごく高いなと思いますが、年齢とか前職とか詳細な情報は把握
されてますでしょうか？ 

●：そこまでの把握はできていません。回答事業所にお伺いすることはできます。ICTのところで介護
記録とか保険請求、勤怠管理などの導入状況を教えてください。 

◎：ICT、うちの施設は、記録システムと、眠りスキャンという機械と、「ナースコールログ」（ナース
コールを皆さんがどれだけをしているか、どの時間に多いかなどの記録が取れる）と、「ラインワーク
ス」（日常の記録とは別に、タイムリーにその日の情報交換とかをするための、インカム的な扱いでライ
ン）を使っています。「ほのぼの」介護請求とかです。勤怠管理も、システムでやっているんですけれど
も、ほぼ手動でやっている感じです。シフト作成についても今は手動です。来年度からそれも合わせて
システム化しようっていう話にはなっているみたいです。 

◎：記録では、「ほのぼの」を導入。寝ている時の心拍は」、入れたのは入れたのですけど・・・。入れ
てから、夜勤のスタッフとか、日勤のスタッフもそうですが、それを見る時間が多いというか、グルー
プホームなので、そんなに広くないので検討の余地はあります。見に行けばいいのにっていうところを、
ずっとタブレットを見ながら記録を書いたりとかしているから。シフト表は、導入しませんでした。 

◎ケアマネジャーとしては、どこの事業者も、勤怠管理やシフト作成とか ICT は入ってないと思います。
保険請求に関しては、改定データケアプラン連携提携っていうのを国が主張していて、入れてください
ってことだったのですけど、導入できていない。今年の 6月から無料で入れますとの話もあるのんです
けれども、連携に関して、相手が同じようなデータシステム、同じものじゃないと連動できないという
不具合がでています。自社は、今ｉＰａｄを持ってモニタリングに行った時に、ｉＰａｄにそのまま入
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れるとか、AI で介護計画を作成。ケアプランとかも作成はしています。どうしても ICTになじめない・
うまくできないっていうところがあって、苦戦しているところだと思います。 
令和7年度はその費用を無料にして導入推奨する形で国が進めていている。さらに介護ロボットなどの
補助金をもらうには、ケアプラン連携が条件となるというようなことがある。 

◎：かなりのツールを使っています。採用関連は、「カオナビ」「ジョブオプ」を使っています。クラウ
ド型の人材管理とか、採用プロセスをデジタル化したものです。労務管理では「NI コラボ」「キングオ
ブタイム」「マネーフォワード」「スマートエイチアール」を勤怠とか経費とか、いろいろな手続き関係
など、すべてペーパーレスで、オンライン化で対応しています。あとは本当細かなところですけれど、
請求関連とかは共通していると思いますけど、「ケアネットメッセンジャー」「ニコス」を使っています。
営業関連で「SFA」といったツールも使っています。情報共有とかに関しては、「ラインワークス」「ス
ラック」も使っています。介護ケアのソフトは「ケアカルテ」を使っています。職員の給料とか、明細
もペーパーレスで、すべてオンライン化しています。現場のケアにおいては、「眠りスキャン」とか、か
なりチャレンジングで、いろいろな新しいツールは使っている。今これを集約するところが、課題とし
て動いているようなところです。 

●：介護ロボットや IＣT の有効活用について。メンテナンスやランニングコストの支援策で、経費的
な部分導入の仕方。介護労働安定センターでやられているかと思うんですけれども、そのような相談と
いうのは受けていまか？ 

◎：今、よその区で、そういった ICT・ＤX関係の大きなセミナーから、伴走支援も含めて、労働セン
ターの方で対応しております。今のところはまだ導入支援で、今後メンテナンスとかランニングコスト
っていうお話も当然出てくると思います。まず、導入にあたっての補助金とか、その給付金関係が、そ
の区で独自にやっているところもありますし、東京都で行っているものに関しては、ご案内をしており
ます。ICTに関しましては使った結果どうだったか？など来年度は、70事業所ぐらいを目途に、ヒアリ
ングをかけて、実際にどうだったかっていうのを、調査をしようと思っていますので、結果が出ました
ら、情報として提供させていただく。 

 

(6)福祉の仕事の魅力発信・理解促進について 

◎：人材確保・介護の魅力発信は従来から行っている。マガジンハウスとタイアップした事業ですとか、
各種ファックス情報便とかでお知らせもしていますが、Ｒ６０世田谷では、「世田谷で働こう」で実施し
ています。(事務の効率化・共同雇用など)R６０に請負契約みたいな形で出しておいていただくとか。雇
用であれば、週・月・時単位みたいな形での雇用ができる方をお探しした方がいいのかなというふうに
はお聞きして思いました。繁忙期にご活躍いただくような形などでＲ６０で求人を出していただいて、
雇用契約もしくは請負契約両方できるので、どちらかっていう形でこう掲載をしていただいく方法もあ
ります。元々大手企業でお勤めだった方が、経歴を生かして、この地域の区内の企業さんで働いていた
りということもあるので、生きがいとかも少し視野に入れながら、金銭面が多少、低くてもっていう
か・・・もちろん最低賃金とかありますが、地域での貢献ができるならって方もいらっしゃったりする
ので、地域の人材をうまくマッチングできたらなと思っています。 

●Ｒ60について皆様にお伝えいただけますか？ 

◎：正社員の就職に特化した 55 歳以上の世田谷区民の方で働きたい人っていう方への仕事のアプロー
チをしている形になっています。世田谷区の始めた事業で、現在は産業振興公社でやっています。「世田
谷で働こう」という事業です。介護事業者もエントリーしていただいておりまして、比較的参加者の方
と企業との出会いの場みたいなところを設けることで、仕事選びとかをしている人たちが、一緒に働く
人を見ていただいたり、働く現場を見ていただくことで介護に入った方もいます。ご参加いただくこと
が可能なので、検討いただければと思います。 

●魅力発信・理解促進など事業者団体としてございますか？ 

◎：地域食堂は今すごいです。30人を超えていて、ご夫婦で参加している方や、男性の独居の方が多く
ています。あんしんすこやかセンターにご尽力いただいて、毎回人数が増えております。毎月2回で第
2第 4金曜日に実施しています。15時～16時で体操や先生の話や、１部２部みたいな形式に分けて休
憩挟みながら16時から食事。17時ぐらいでお帰りいただくという形をとっています。参加費は無料で
す。お米など修道院の場所をお借りしているのでいただいています。野菜だけは午前中に買い出しに行
きます。場所もお借りしているので、会場費もかかってはおりません。開始してちょうど一年過ぎまし
た。時間があるスタッフがやっています。場所は瀬田にある〇〇修道院です。ぜひ皆さん来てください。 

◎：居宅・訪問だけじゃなくてデイサービス等もあるので、そこで子ども食堂みたいなものも継続して
やっています。コロナ禍、地道に食品を配るだけでも続けていた中で、戻りつつあると感じています。
デイサービスが地域の中で施設を活用できるかという課題があり、例えば町会に場所提供をする形で地
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域の方たちに知っていってもらうというような活動を考えています。どのようにして具体的に現実化し
ていくか？いろんな地域の中にある材料をうまくつなぎ合わせることで実施できるというのはいっぱ
いあると思います。その究極が「サンタ電車」。サンタプロジェクトでは 350 世帯近くから 150，160
万位の寄付が集まりました。そういう活動につながっていると思っています。そこにはあらゆる福祉の
関係者やそれ以外のあらゆる職種の方がいらっしゃるので、いろんなことがスムーズに進むようになり
ます。ただ続けていけば続けていく課題があるとは思うので、その辺を皆さんと少しずつクリアしてい
くかってことがリスクも含めてあるのかなと思います。 

◎：世田谷は、地域毎に分かれていて、そこでやっている活動が様々です。地域の住民の方とか多職種
の方とか連携している地区もあり、私も参加させてもらっているんですけど、ケアマネとしていいなと
思います。課題としては、それがうまく普及できてないところがあるので、連絡会の会長として各地域
毎にどんなことを活動しているかということも把握すべきなのかなって思っています。 

(7)資格と仕事の関係図の活用方法について 

◎：とてもわかりやすいと思います。ただ、この介護福祉士まで 3年間、介護に従事した 3年間が必要
っていうのは書いた方がいいかなと考えます。施設では初任者研修を取らなくてもいいよと、最初から
実務者研修をやって、介護職として働いてくださいと。実際はこの形ですけれども、そのような場合も
ありうるということです。 

◎：これが逆パターンみたいな感じで、上が無資格で、そこから当時はヘルパー2級だったんですけど、
ヘルパー2級を取って、上から下にといった資料にしました。介護の仕事と、ケアマネジャー、主任介
護支援専門員っていうのも、これだけの実務経験が必要であることも付け加えましたピラミッド形にす
ると、確かに頂点が国家資格だと思うんですけど、気後れしてしまうのかもしれないなって思いました。 

◎：我々も、お仕事相談会で本当に似たような図を配付して説明はさせていただいている。別件なんで
すが、入門的研修でのアンケートの項目もある程度共通化させた方が数字としてあとで使えるのかなっ
ていう気がしております。中身は、満足したか？や、その講師の説明はわかりやすかったか？その程度
なんですが、どういうものを入れると、後々、この数字を使えるようになるのかなっていうのをちょっ
と考えて、合わせられるところは合わせた方がいいのかなって感じました。 

◎：サ高住の内覧とか見学ですとか 1階に地域交流レストランがサ高住の中にあります。結構地域の方
も来たり、イベントもあるので、定期巡回の活用方法やお仕事紹介ですとか、できるといいのかと考え
ております。 

 

(8)補助的業務について 

■：業務の切り出しが難しいとご意見があった。利用者の方にお手伝いしていただくっていう発想はあ
まりないかもしれませんが、地域の方とかにお手伝いしていただくのには業務の切り出しが必要だと思
います。Ⅿ社では高齢者のスタッフが 8500 人を超え、業務の切り出しをして増やしていく。Ⅿ社で働
くか？特養で働くか？高齢者が現場で働く争奪戦かって思うぐらい驚きました。成功の秘訣はやはり業
務の切り出し。切り出しただけではダメで、できるようにどう教えるか？マニュアル化が必要ですね。 

〇：Ⅿ社の話も、昨年にハローワークとシニアの面接会をやった時に出ていました。1 日 2 時間からと
か、短くても良いと話をされていました。切り出しをして、採用するという事でした。今、区の方でも
「業務の切り出しについて」研究みたいなところもやっていこうと思っているので短時間の仕事の切り
出しなど、トライアルみたいな形で始めていこうと、ご検討いただけるようでしたら、ものづくり雇用
促進課の方にご連絡いただければなと思っています。 

 

(9)研修センター研修体系についての課題 

●：医療・介護連携推進協議会において、様々な団体がそれぞれ研修を実施していている現状があり、
世田谷区全体で研修が体系的になってないんじゃないか？と意見がありました。研修センターでは、資
料でお示しした体系図が載っている事業案内を年度末に全事業所にお送りしておりますので参考にし
て、研修を計画していただきたいと思います。また、事業者団体の研修の周知が出来ていないのも課題
と出ておりました。その周知については、研修センターのホームページにリンク集がございます。すで
にリンクされております事業者団体もございますが、各事業者団体とリンクが貼れれば、周知でではな
いかと思います。それらが改善できると、世田谷区全体の研修体系が更よくなるのではないかなと考え
ております。実際には研修センター検討会などで検討などされているので、ご活用ください。 

■：確かに重複があることもわかりますが、それだけニーズがあるということで、必ずしも重複はダメ
という感じでもないと思います。重複がなぜ重複されているのかの積極的な意味があるか否か、もう一
度全体の体系っていうのを見ていたただくと良いのかなと思います。私としては、研修センターの体系
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図を見ると、かなり体系的に取り組まれていると思います。研修の内容として年度内でも入れ替えがで
きるようなオプション的な研修とかは、世田谷区の研修センターではできるシステムになっています
か？それとも、毎年の年度計画の中の見直しの中でということでしょうか？ 

●：これは区からの委託という形でお示しをしているもので、「これについてはやった方がいい」という
研修は、研修センターが自主的に実施するということはしています。先ほどの外国人職員交流会とか、
研修センターで独自に実施をしてきたところです。外国人就労者は増えてきているので、安心して働け
るように、交流会を作りました。来年度は委託の中に組み入れられます。また、公開講座という形で、
区民向けに、車椅子や介護ベッドの使い方などを研修センターのホームページにアップする形で、実施
しています。「その時必要なものを」と、独自に実施していく取り組みはやっております。 
 受講対象者は、事業案内にどのような方が受けられますよという形をお示ししております。周知方法
としましては研修センターの研修は区のファックス情報便などを活用しています。来年度からは世田谷
区はファックス情報便とメルマガの併用ということです。研修案内は研修センターではそのファックス
情報便に加えて、各研修を各事業所にファックスさせていただいております。 
事業所はまだまだメールよりファックスがいいというところがあります。いずれメールに変えていくこ
とも、課題と認識しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員就業促進事業（東京都事業 旧トライアル雇用制度） 

４月当初、東京都人材センターに登録。１事業所３名、都全体で1200名。申請期間は短いので

あらかじめ準備が必要。自ら採用した方々の資格取得支援、指導職員手当等手厚い事業。 

 

ハローワーク渋谷の採用例 

30代女性で事務５年、40代女性で事務７年の２人は事務職で仕事が見つからず、介護セミナー

を受けて就職。50代女性はデイサービスから訪問介護に移った。30年間百貨店勤務の60代女性、

30年間ヘアケアの仕事の70代女性は。職業訓練で資格を取って、訪問介護に採用された。 

 

腰痛を予防しよう‼「福祉用具活用のススメ」パンフレット 

利用者、介護者、従事者向けに、スライディングボード等活用の啓発用パンフレット「福祉用具

活用のススメ」のパンフレット作成。２次元コードをかざしてヘルパー訪問時にご利用者・ご家

族への説明や事業所で研修用に活用できる。腰痛予防体操の動画も入っています。 

3000部作成。研修センターホームページでも公開 

採用活動経費助成の活用例 

➡相談・面接会に使用するビブスや椅子カバー、事業所紹介の大きなパネルを作成。 

➡ホームページの改修。求人媒体への広告経費。 

 

 

地域活動をとおして・・・ 

 地域食堂の実施、町会・自治会等の防災訓練への参加、福祉事業所体験等を通して、福祉の仕

事や取り組みを知っていただくことで、地域の応援者を増やすことにつながっている。 
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Ⅳ 事業所の好事例 
 

１ 令和2年度 先駆的取組みシンポジウムより 
（１）特別養護老人ホーム砧ホーム 

「機器の活用による、自立支援と働きやすさの創出について」               

鈴木健太 氏（特別養護老人ホーム砧ホーム施設長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

機器の活用 による メリット
〇直接的効果 ⇒ 働きやすい職場

働き続けられる職場

〇副次的効果 ⇒ 働きたい職場

◎超副次的効果 ⇒ 働きがいのある職場

導入以降5年間に入職の8名全員就業継続中

22

・試行錯誤しながら使いこなすことで高まる課題解決力

・自律的に進化できるポジティブでアクティブな職員育成

・変化することを恐れないチャレンジングな組織風土

自信

意欲

実感

 

記録入力

見守り支援機器

インカムICT
2019年～本格化

TB-eye クリアトークカム10
×10台

福祉の森FUTURE
タブレットシステム

シルエット見守りセンサ
×5台

（介護ロボット）タブレット
×10台接続

7
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（２）特別養護老人ホームエリザベート成城 

「持ち上げない介護」    長田吉生氏（特別養護老人ホームエリザベート成城ＧＭ） 

＜ノーリフティングケア＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 ＜眠りスキャン＞ 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

           

  

           
 

           

            

 

             

   

          

  

   

        
    

     

     

              

     

     

     

     

     

  

     

 
 

 

   

                                

                    

                             

 6
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(3) 世田谷ホームヘルプサービス・烏山ホームヘルプサービス 

「訪問介護事業における ICTの取組み～スマートフォンの活用～」 

日暮裕子氏(世田谷ホームヘルプサービス所長) 芳村裕子氏(烏山ホームヘルプサービス所長) 

＜ICTの導入＞ 
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令和3年度 先駆的取組みシンポジウムより 
（１）「デジタル機器の活用と業務改善へ向けた取組み」 

市橋 奈緒美氏（特別養護老人ホーム 久我山園施設長） 

 ＜睡眠センサーの導入＞            ＜パソコン・iPhone で情報共有＞ 

 

 

 

 

 

 

（２） 

                              

 

 

  

＜シルエットセンサーで行動把握＞       ＜シルエットセンサーの情報表示＞ 

 

 

 

 

              

 

                

 

 

 

 

＜デジタル機器の有効活用に向けて＞      ＜介護記録ソフトの見直し＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 は  数・ は  数

 データはグラ に 別表示 れる
 

 

  や       連動
常時、 報を見るこ が

できる

パ コン       

 

          

 

            

 

                   

 課題：デジタル機 を導入しても業務改善は進 ない。

 東京都の デル事業の取組み（令和 年  月～令和 年 月 で）

東京都の事業による、外 サポート機関に  してもらいながら

短期間の業務改善に取り組  。

 取組み内 

 デジタルで業務改善  結 （  の委員会からメン ー 出）

  施設のデジタル機 活用に関する りご や  きを   

  果関係図を  

 職員アンケートを実施（短期間で多くの意見を集 ）

 目 をたて    サイクルで ご に報告し助言を受ける
 

               

 活用   
    報、ケアプラン、ケア提 等、全ての 報を入れるこ ができ、
データ して活用できる。令和 年度介護報 改定における     
連動する。

  人 報を入力し、  業務を行う。

 職員間の  の連絡事項の周知する。

 課題 
 デジタル機 の中で最も くから導入して 用 度も高いが、

充分に活用 れていない。

 マニ アルを  し入力 法を統 していきたいが、着手する

タイ ングを  ている。
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（２）「持ち上げない介護の取組み」 

  佐賀 勝之氏（特別養護老人ホーム 上北沢ホームサービス係長） 

＜持ち上げない介護の導入時＞         ＜持ち上げない介護の始動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜持ち上げない介護の利用者のメリット＞   ＜持ち上げない介護の介護者のメリット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜持ち上げない介護の活用機器＞       ＜認知症ケアの取組み＞ 
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 用 

 

                          

  

        

                    

      

 

                  

  

           
               
                 
          
        

 

   的    

   的    

      

     

 業     

介護 
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（３）「外国人人材、認知症緩和ケア日本版BPSDケアプログラムの活用」 

石井 りな氏（特別養護老人ホーム 等々力の家施設長） 

 

 ＜外国人職員の受入れ＞            ＜外国人職員のサポート体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜外国人職員の育成＞            ＜外国人職員と認知症ケア＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜認知症ケアの事例＞            ＜認知症ケア 背景要因をさぐる＞ 
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(４）「職員の離職防止の取組み」 

相川 しのぶ氏（株式会社やさしい手世田谷支社副支社長） 
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令和4年度 先駆的取組みシンポジウムより 
（１）「皮膚トラブル管理への写真の活用の開始とその副次効果」 

特別養護老人ホーム 芦花ホーム：川手 彩未氏・岡崎 一也氏   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

           

       

 

     
             
             

            
                

      

     

      

        

    

 

              
          

                 

        

        

             

 

         

        
                

             

          
           

 

 

                    
             

        

              

                

                  

 

  

                    

                    

          

  

 

    

         

                        

          

       

            
  

 

         

                

             

                     

                         

                    

  

 

     

         
        

               

                 

         

                          

          

               

 常所見例
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（２）「ICT導入による業務改善に向けた取り組み 

～導入後に変わったこと・わかったこと～」 
特別養護老人ホーム 博水の郷：岩永 真祐氏・佐藤 大介氏・岡野谷 智子氏  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
           

              
           

              
       

        

        

                     

         

         

         

      

      
          

       
         

         

    

 

                

    

  

     
     
     
     

      

       

                 

          
          
     

         
           

              
     

      

        

 

        

       

  

     
      

         
         
           

      

         
       

          

    

     

             
         
         
           

        

    

 

        

     

 

２．現    の  り  の活 事 
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（３）「通所リハの介護機器・ICT・生産性向上のこれまでと今後」 

成城リハケア病院：岩熊 晋平氏     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リフト

事業開設時～
  

 井走行リフト

2019年～
ベッドサイド用

リフト
 

スマート  2020年度～

 o    eが るT を活用

   気づくり
 メリハリがある活動
 レク準備時間の短 
 記録時間の 出

 

スマート  活用事例

BG  メロ

 行  トレ

 し

パーキンソ
ン体操

ラジオ体操

他に
  気
 時事ネタ
など、アイデア
次第 

 

チ アセン ー 2021年度～

立つと が る
上にクッションを置いて使用
先回りケアが難しい方に

 

ドア ル（アナログ）2021年度～

 けると しい が る
（ をかけない開かれた 間）

 

           

   

   

   

                        

    

      
       

    

    

 7   

 7   

    

      

       
      

           

 

             

   

   

   

 

介護 フト（ワイ マン社 ） 2023年～

オンラインで記録
複数 末から同時 覧・ 集可能

 転記が不要

パソコン

iPhone
iP  



 

36 

 

（４）「訪問介護のノーリフト研修と実践  

～腰痛予防・お客様と介護者の自立支援・負担軽減～」 
みずたま介護ステーション明大前、三軒茶屋 

山田 明美氏・柿本 輝美枝氏・羽柴 若菜氏 
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令和５年度 先駆的取組みシンポジウムより 

（１）「特養から地域へ元気を発信 ～地域の方も職員も元気に 」 
    山口 晃弘氏 特別養護老人ホーム 千歳敬心苑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（２）「外国人籍職員の育成と働きやすい職場環境づくり」 

    丸山 義晴氏 特別養護老人ホーム 世田谷希望丘ホーム  
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（３）「どこでも保健  ～地域の方の健康と暮らしを支える」 
      片岸 美佳氏  訪問看護ステーション三軒茶屋  
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（４）「24時間の在宅ケア ～ICT の活用」 

     浜田 直幸氏  SO POケア成城  
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令和６年度 先駆的取組みシンポジウムより 
 

（１）「介護現場における IⅭ ・IO 活用による生産性向上の取り組み」 
    藤巻 佳祐氏 特別養護老人ホーム 弦巻の家 
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（2）「一人ひとりの思いを尊重し、自立支援介護に取り組む」 
    守屋 徹氏 地域密着型 特別養護老人ホーム ハートハウス成城 
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（3）「小規模多機能居宅介護でのお看取り」 
    長谷川 裕和氏 小規模多機能ホーム三宿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 

 

（4）「最期まで口から食べるために『もぐもぐチーム』の取り組み」 

    竹内 洋子氏 世田谷区社会福祉事業団 訪問看護課 

 

0 
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Ⅴ 資料 

１ 世田谷区介護人材対策推進協議会検討経過 

  

項  目 日  程 主な内容 

第 1回全体会 令和 6年 6月 12 日 委員紹介・会長選出  

世田谷区介護人材対策推進協議会の進め方 

（検討）介護人材に関する課題と取組み 

第 1回部会 入所系：8月 20 日 

在宅系：8月 20 日 

第 1回全体会振返り 

介護人材に関する新たな取組みの検討 

第 2回部会 在宅系：10 月 24 日 

入所系：10 月 29 日 

介護人材に関する新たな取組みの検討   

福祉人材に関する世田谷区福祉事業所調査の実施 

第 2回全体会 令和 7年 3月 7日 世田谷福祉人材育成・研修センターの取組み 

介護人材に関する取組み 

福祉人材に関する世田谷区福祉事業所調査（中間報告） 

福祉のしごと魅力向上・発信シンポジウムの開催 

報告書 令和 7年 3月 令和 6年度の取組み報告 好事例報告 

関連事業   

項  目 日  程 主な内容 

事例収集 令和 6年 10 月 

～令和６年 12 月 

福祉事業所調査の実施 

外国人職員 

交流会 

令和 7年２月 12 日 世田谷区内の福祉事業所で働く外国人職員交流会 

福祉のしごと

魅力向上 

シンポジウム 

令和 7年３月 24 日   

公開講座 

録画配信： 

令和７年４月１日～ 

誰一人取り残さない 地域社会の実現に向けて 

～誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けるために～ 
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２ 世田谷区介護人材対策推進協議会委員名簿          

事務局：世田谷区福祉人材育成・研修センター 

区   所  属 氏  名  敬称略  

事 者団体／ 

職能団体 

 

 

入
所
系 

世田谷区特別養護老人ホ ム 

施設長会 

博水の郷 

施設長               田中 美佐 

世田谷区 介護老人保健施設 

 

うなね杏霞苑  

事 長               武藤 勝臣 

一般社団法人全国介護付き 

ホ ム協会 

そ ぽの家砧南  

ホ ム長              村松 愉 

世田谷 ル プホ ム連絡会 

 

 ル プホ ムももちゃ  

管理者           長谷部 希恵子 

 ル プホ ム ノ 深沢  

管理者            永井 悦子 

在
宅
系 

世田谷区介護サ ビス 

ネットワ ク   訪問介護  

あ  る訪問介護ス  ショ  

管理者                磯﨑 寿之 

世田谷区介護サ ビス 

ネットワ ク  通所介護  

大三島育徳会 タガヤセ大蔵デ  

菊本 浩三 

世田谷ケアマネジャ 連絡会 

 

やさ  手看多機 え え用賀  

 副支社長         相川  のぶ 

世田谷区 期巡回 随 対応型訪

問介護看護事 者連絡会 

やさ  手千歳烏山  期巡回  

随 対応型訪問介護看護事 所   

責任者            大竹 裕  

世田谷区小規模多機能  

看護小規模多機能連絡会 

優   村 

管理者           和田 直大 

訪問看護ス  ショ  

管理者会 

桜新町ア   クリニック/桜新町ナ スケア ス 

 ショ 管理者       國居 早苗 

職 紹介機関

／支援機関 

渋谷公共職 安 所  

職 相談第二部門 

統括職 指導官       豊田 真一 

東京都福祉人材セ タ   

人材情報室 

室長              高村 卓朗 

公益財団法人介護労働安  

セ タ  東京支部 

支部長             我妻 明 

公益財団法人世田谷区 

産 振興公社 

事 局長           山本 恵造 

行政等 世田谷区 経済産 部長        五十嵐 哲男 

高齢福祉部長        山戸 茂子 

世田谷区福祉人材育  研修セ タ  セ タ 長           瓜生  律子 

学識経験者 昭和女子大学 人 社会学部福祉社会学科  

教授                 北本 佳子 
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３ 世田谷区介護人材対策推進協議会会則 

 

（目的） 

第１条 世田谷区における介護人材の確保及び育成・定着支援について、中長期的な視点も含めた対策

を検討し推進するため、区内介護サービス施設・事業者と行政が一体となった「世田谷区介護人材対

策推進協議会（以下「協議会」という。」を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の事項について所掌する。 

（１）介護現場の革新・生産性の向上に関すること。 

（２）多様な人材の参入・活躍の促進に関すること。 

（３）介護の仕事の魅力発信・職業イメージの改善に関すること。 

（４）その他介護人材の確保・育成・定着支援に関すること。 

（構成団体） 

第３条 協議会は、別表に掲げるもので構成する。 

（全体会議） 

第４条 協議会の構成団体等が推薦する委員をもって構成し、第２条に定める事項について検討を行う。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選による。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

（招集等） 

第６条 全体会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、全体会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

（部会） 

第７条 会長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、協議会の構成団体等が推薦する部会員をもって構成する。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、世田谷区福祉人材育成・研修センターにおいて処理する。 

（委任） 

第９条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附則 

この会則は、令和３年６月１日から施行する。 
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